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※

※

※

※

※

※

－

人

有 無

年 月 日

ネットワークの設定等により、調査票のダウンロードができない場合は、上記の回答送付
先E-mailアドレスにご連絡ください。電子メールにて、調査票をご送付いたします。

「都市自治体における『都市内分権』の現状と課題に関するアンケート」

「住民自治組織」に関するアンケート調査票

【本アンケート調査票のご回答にあたってのお願い】

下記のURL（当センターホームページ）よりアンケート調査票（Excel形式）をダウンロー
ドの上、回答をご記入ください。
《調査票ダウンロード用URL　http://www.toshi.or.jp/?p=9514》

必要事項をご記入いただいた回答用紙につきましては、下記アドレスまで電子メールにて
ご返送ください。
《回答送付先E-mailアドレス　enquete02@toshi.or.jp》

調査票は、項目ごとにシートが分かれています。すべてのシートをご確認の上、該当する
設問にご回答ください。設問につきましては、該当するものを1つ選択するものと、該当
するものをすべて選択するもの、数値や内容を記述するものがございます。それぞれの設
問の記載条件にしたがって、ご記入くださいますようお願いいたします。

いただいたご回答につきましては、統計処理を行った上で公表いたしますので、お断りな
く個別市区のお名前等を公表することはいたしません。

ご回答いただいた内容について、当センターからお問い合わせをさせていただくことがご
ざいます。その際は、ご協力くださいますようお願いいたします。

【貴市について（下欄にご記入ください）】

自治体名

「平成の合併」の期日

全国地方公共団体コード

人口（平成27年4月1日現在）

「平成の合併」の有無

担当部署名

担当者名

電話番号

E-mailアドレス

※　複数回合併を行っている場合は、最後の合併の期日をご記入ください。

（お問い合わせ先） 

〒102-0093 東京都千代田区平河町２－４－１ 

(公財)日本都市センター 研究室（担当：三浦、加藤、杉山） 

Tel：03-5216-8775  Fax：03-3263-4059 

E-mail：enquete02@toshi.or.jp 
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Ⅰ　地域機関について

1-1 「地域機関」

1-2 「支所等」

1-3 「その他の地域機関」

Ⅱ　住民自治組織について

2-1 「地縁型住民自治組織」

2-2 「協議会型住民自治組織」

　地方自治法155条1項に基づく「支所」及び「出張所」、地方自治法202条の4もしくは

合併特例法23条に基づく「地域自治区」のいずれかに該当する「地域機関」をいう。

【アンケート調査における用語の定義】

　自治体の区域内に複数設置され、住民の権利義務に関係する何らかの行政機能や決定権
限を付与された行政機関（自治体行政機構の中に位置づけられたもの）をいう。ただし、
地方自治法252条の20で規定される「指定都市の区」を除く。

　「地域機関」のうち、「支所等」に該当しないすべての機関をいう。
　※　本アンケートでは、市区が設置している下記の機関を調査対象としています。
　

［本アンケートの調査対象としている「その他の地域機関」］
　・「公民館」（社会教育法）
　・「生涯学習センター」
　・「市民活動支援センター」、「ボランティア支援センター」
　・「地域包括支援センター」（介護保険法等）※ブランチ等を含む
　・「老人福祉センター」（老人福祉法）
　・「老人介護支援センター」（老人福祉法）
　・「介護予防拠点施設」
　・「児童相談所」（児童福祉法）
　・「児童家庭支援センター」（児童福祉法）
　・「子育て支援拠点施設」
　・「地域活動支援センター」（障がい者総合支援法）
　・「保健所」（地域保健法）
　・「市町村保健センター」（地域保健法）

　自治会・町内会など、比較的狭い区域で、住民相互の親睦や地域課題に取り組むために
組織された任意の団体及びその連合会等をいう。

　自治会・町内会、ボランティア団体、NPO、PTA、企業等の多様な主体による、地域
課題の解決のための組織をいう。

［協議会型住民自治組織の例］
　○法定の協議会型住民自治組織
　・地方自治法第202条の4に基づく地域自治区の地域協議会
　・合併特例法第23条に基づく地域自治区の地域協議会
　・地方自治法第252条の20第6項に基づく区地域協議会
　○独自の協議会型住民自治組織
　・条例や規則、要綱に基づく住民自治組織
　・総合計画や予算措置等で位置づけられている住民自治組織
　・上記のほか、地域で自主的に設立されている住民自治組織
　（名称の例：地域協議会、地域づくり協議会、まちづくり委員会、住民自治
　　協議会、コミュニティ協議会、地域運営協議会　等）
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※

Q1

１ ある ⇒ SQ1～SQ4へ

２ ない ⇒ ２へ

SQ1

１ 本庁舎に、総合的な担当窓口を設置している

２ 「支所等」に、総合的な担当窓口を設置している

３ 「その他の地域機関」（公民館・コミュニティセンター等）に総合的な担当窓口

を設置している

４ 総合的な担当窓口は設置しておらず、案件に応じて個別に担当課が対応している

５ その他

注

SQ2

１ 地域に関する各種計画の策定への参加

２ 地域のまちづくりへの参加

３ 地域のまちづくりに関する政策提案

４ 集会施設等の運営計画づくり

５ 集会施設等の維持管理

６ 生活道路、街路灯等の維持管理

７ 地域の環境美化、清掃活動

８ 環境保全・リサイクル活動

９ 地域の防災活動

10 地域の防犯活動

11 高齢者福祉・介護に関する活動

12 児童福祉・子育て支援に関する活動

13 学校教育支援に関する活動

14 コミュニティバスの運行、送迎サービス等の地域公共交通に関する活動

15 盆踊り、お祭り等の親睦行事の開催

16 スポーツ・レクリエーション活動

17 芸術・文化活動

18 住民相互の連絡（回覧板、会報の回付等）

19 行政機関・議会に対する要望、陳情等

20 行政からの連絡事項の伝達（広報誌の回付等）

21 地域内で活動する諸団体に対する支援

22 地域の公共的な活動に関する事業公募

23 その他

「支所等」及び「その他の地域機関」の定義については、2ページを参照ください。

本調査では、特に指定のない限り、平成27年4月1日現在の状況をご記入ください。

１　「地縁型住民自治組織」の設置状況について
　　（すべての方にうかがいます）

貴市では、その区域内で活動する地縁型住民自治組織がありますか。あてはまるものを一つお選
びください。

貴市では、地縁型住民自治組織の活動を支援する部署をどのような場所に設置していますか。
あてはまるものをすべてお選びください。

地縁型住民自治組織は、どのような活動を行っていますか。あてはまるものをすべてお選びく
ださい。
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SQ3

１ 会費収入

２ 寄附金収入

３ 貴市からの助成金・一括交付金等

４ 都道府県からの助成金等

５ 貴市からの業務委託収入

６ 都道府県からの業務委託収入

７ 指定管理者としての委託料の収入

８ 指定管理者としての利用料金等の収入

９ 上記以外の独自の事業（コミュニティビジネス等）からの収入

10 把握していない

11 その他

SQ4

１ 活動が活発になってきている

２ 活動が活発になっている地域と、低調になっている地域の両方がある

３ 活動が低調になってきている

４ 活動に特に変化はない

［回答した理由］

注 「平成の合併」を行っていない場合は10年前（2005年4月1日時点）、「平成の合併」を行った場合は合併時点
（複数回合併を行った場合は最後の合併時点）からの変化についてご記入ください。

地縁型住民自治組織の活動資金には、どのようなものがありますか。あてはまるものをすべて
お選びください。

地縁型住民自治組織の活動が活発になっていると感じていますか。あてはまるものを一つお選
びのうえ、その理由を下欄にご記入ください。
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Q2

１ ある ⇒ SQへ

２ ない ⇒ ３へ

SQ

１ 地方自治法第202条の4に基づく地域自治区の地域協議会 ⇒ （１）へ

・団体数 団体 ・設置年 年

２ 合併特例法第23条に基づく地域自治区の地域協議会 ⇒ （１）へ

・団体数 団体 ・設置年 年

３ 地方自治法第252条の20第6項に基づく区地域協議会 ⇒ （１）へ

・団体数 団体 ・設置年 年

４ 貴市の条例に基づく協議会型住民自治組織 ⇒ （２）へ

・団体数 団体 ・設置年 年

５ 貴市の規則や要綱に基づく協議会型住民自治組織 ⇒ （２）へ

・団体数 団体 ・設置年 年

６ 条例・規則・要綱では定めていないが、総合計画等で位置づけ ⇒ （２）へ

られている協議会型住民自治組織

・団体数 団体 ・設置年 年

７ 条例・規則・要綱では定めていないが、予算措置で位置づけら ⇒ （２）へ

れている協議会型住民自治組織

・団体数 団体 ・設置年 年

８ 上記のほか、自主的に設立されている協議会型住民自治組織 ⇒ （２）へ

・団体数 団体 ・設置年 年

２　「協議会型住民自治組織」の設置状況について
　　（すべての方にうかがいます）

貴市では、その区域内で活動する協議会型住民自治組織がありますか。あてはまるものを一つお
選びください。

貴市における協議会型住民自治組織の法的性格はどのようなものですか。あてはまるものをす
べてお選びのうえ、団体数と初めて組織が設立された時期を下欄にご記入ください。
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Q3

１ 構成員のすべてを公募している

２ 構成員の一部を公募している

３ 公募を行っていない

４ その他

Q4

１ 自治会・町内会などの地縁型住民自治組織及びその連合会組織

２ 地域で活動するNPO

３ ボランティア団体

４ 地区民生委員・児童委員協議会または民生委員・児童委員

５ 地区社会福祉協議会、校区福祉委員会などの社会福祉協議会の地域別組織

６ 消防団

７ 交通安全協会

８ 青少年育成協会等の青少年健全育成関係の行政委嘱委員の団体

９ 老人クラブ

10 地域婦人会・女性会等の女性団体

11 学校長・副校長

12 PTA

13 地元企業

14 地元商店会

15 商工会・商工会議所・青年会議所

16 農協・漁協等の農林水産業団体

17 市議会議員

18 学識者

19 公募住民

20 その他

Q5

１ 総合計画の策定に関する事項

２ 地域に関わる各種計画の策定に関する事項

３ 地域に関わる重要な条例の制定・改廃に関する事項

４ 地域内の重要な公共施設の新設・廃止に関する事項

５ 「法定の協議会型住民自治組織」に関する制度の見直しに関する事項

６ 法令に規定されている事項以外は、特に規定していない

７ その他

注

「法定の協議会型住民自治組織」の審議事項として、法令に規定されている事項以外に、条例・
規約でどのようなものを規定していますか。あてはまるものをすべてお選びください。

（１）「法定の協議会型住民自治組織」の現状について
　　（Q2のSQで「１」「２」「３」と回答した方にうかがいます）

「法定の協議会型住民自治組織」の構成員の選出方法はどのようなものですか。あてはまるもの
をすべてお選びください。

「法定の協議会型住民自治組織」は、どのような団体あるいはその構成員によって構成されてい
ますか。あてはまるものをすべてお選びください。

地域協議会や区地域協議会については、地方自治法202条の7第2項の「条例で定める市長村の施策に関する重
要事項」を、合併特例区協議会については、合併特例法38条2項の「規約で定める合併市町村の施策に関する
重要事項」の内容についてご回答ください。
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Q6

①「協議会型住民自治組織」に対する諮問の件数

１ 増加傾向にある

２ ほぼ横ばいである

３ 減少傾向にある

②「協議会型住民自治組織」の自主的な審議の件数

１ 増加傾向にある

２ ほぼ横ばいである

３ 減少傾向にある

注

Q7

１ 地域に関係する自治体の予算を提案する権限

２ 地域で活動する団体・個人に対する助成金等の使途や交付先の決定に関する権限

３ 地域における公共サービスの実施やその方法に関して提案する権限

４ 特定の権限は付与していない

５ その他

Q8

１ 「法定の協議会型住民自治組織」と同じ区域に、「独自の協議会型住民自治組織」

が設置されている

２ 「法定の協議会型住民自治組織」とは異なる区域に、「独自の協議会型住民自治組

織」が設置されている

３ 「独自の協議会型住民自治組織」は設置されていない（「法定の協議会型住民自治

組織」のもとで、地縁型住民自治組織や諸団体が連携して活動している）

４ その他

注

Q9

１ 活動が活発になってきている

２ 活動が活発になっている地域と、低調になっている地域の両方がある

３ 活動が低調になってきている

４ 活動に特に変化はない

［回答した理由］

注 「法定の協議会型住民自治組織」を2005年3月31日以前に設置した場合は10年前（2005年4月1日時点）から、
2005年4月1日以降に設置した場合は設置時点からの変化についてご記入ください。

「法定の協議会型住民自治組織」に対する諮問や、自主的な審議の件数に変化はありますか。あ
てはまるものを一つお選びください。

法定の「協議会型住民自治組織」を2005年3月31日以前に設置した場合は10年前（2005年4月1日時点）から、
2005年4月1日以降に設置した場合は設置時点からの変化についてご記入ください。

貴市では、Q5の審議に関する権限以外に、「法定の協議会型住民自治組織」に対してどのような
権限を付与していますか。あてはまるものをすべてお選びください。

貴市では、「法定の協議会型住民自治組織」のもとで、地域におけるまちづくりを実践していく
ために、別途「独自の協議会型住民自治組織」が設置されていますか。あてはまるものを一つお
選びください。

「１」及び「２」を選択した方は、「独自の協議会型住民自治組織」について、8ページ以降の質問にご回答
ください。

「法定の協議会型住民自治組織」の活動が活発になっていると感じていますか。あてはまるもの
を一つお選びのうえ、その理由を下欄にご記入ください。
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Q10

１ 認可地縁団体 （団体数 団体）

２ NPO法人 （団体数 団体）

３ 株式会社 （団体数 団体）

４ 公益社団法人 （団体数 団体）

５ 一般社団法人 （団体数 団体）

６ 協同組合 （団体数 団体）

７ 法人格を有していない （団体数 団体）

８ その他 （団体数 団体）

Q11

１ 小学校区程度

２ 中学校区程度

３ 平成の合併時の旧市町村単位

４ その他

Q12

１ 本庁舎に、総合的な担当窓口を設置している

２ 「支所等」に、総合的な担当窓口を設置している

３ 「その他の地域機関」（公民館・コミュニティセンター等）に総合的な担当窓口

を設置している

４ 総合的な担当窓口は設置しておらず、案件に応じて個別に担当課が対応している

５ その他

注

Q13

１ 条例で構成員の選出方法を定めている

２ 規則や要綱で構成員の選出方法を定めている

３ 団体ごとに規約等で構成員の選出方法を定めている

４ その他

「独自の協議会型住民自治組織」の設置単位はどのようなものですか。あてはまるものをすべて
お選びください。

（２）「独自の協議会型住民自治組織」の現状について
　　（Q2のSQで「４」「５」「６」「７」「８」と回答した方にうかがいます）

「独自の協議会型住民自治組織」は、どのような法人格を有していますか。あてはまるものをす
べてお選びのうえ、団体数を下欄にご記入ください。

貴市では、「独自の協議会型住民自治組織」の活動を支援する部署をどのような場所に設置して
いますか。あてはまるものをすべてお選びください。

「支所等」及び「その他の地域機関」の定義については、2ページを参照ください。

「独自の協議会型住民自治組織」の構成員の選出方法を条例等で定めていますか。あてはまるも
のをすべてお選びください。
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Q14

１ 自治会・町内会などの地縁型住民自治組織及びその連合会組織

２ 地域で活動するNPO

３ ボランティア団体

４ 地区民生委員・児童委員協議会または民生委員・児童委員

５ 地区社会福祉協議会、校区福祉委員会などの社会福祉協議会の地域別組織

６ 消防団

７ 交通安全協会

８ 青少年育成協会等の青少年健全育成関係の行政委嘱委員の団体

９ 老人クラブ

10 地域婦人会・女性会等の女性団体

11 学校長・副校長

12 PTA

13 地元企業

14 地元商店会

15 商工会・商工会議所・青年会議所

16 農協・漁協等の農林水産業団体

17 市議会議員

18 学識者

19 公募住民

20 その他

Q15

１ 自治体に政策案を提案し、または地域の意見を表明する権限 ⇒ SQへ

２ 地域に係る自治体の予算を提案する権限 ⇒ Q16へ

３ 地域で活動する団体・個人に対する助成金等の使途や交付先の決定 ⇒ Q16へ

に関する権限

４ 地域における公共サービスの実施やその方法に関して提案する権限 ⇒ Q16へ

５ 特定の権限は付与していない ⇒ Q16へ

６ その他 ⇒ Q16へ

SQ

１ 当該地域を所管する「地域機関」の事務に関する事項

２ 当該地域の区域に関わる事務に関する事項

３ 貴市と地域住民との連携の強化に関する事項

４ 総合計画の策定に関する事項

５ 地域に関わる各種計画の策定に関する事項

６ 地域に関わる重要な条例の制定・改廃に関する事項

７ 地域内の重要な公共施設の新設・廃止に関する事項

８ 「独自の協議会型住民自治組織」に係る制度の見直しに関する事項

９ その他

注

「独自の協議会型住民自治組織」は、どのような団体あるいはその構成員によって構成されてい
ますか。あてはまるものをすべてお選びください。

貴市では、「独自の協議会型住民自治組織」に対してどのような権限を付与していますか。あて
はまるものをすべてお選びください。

「独自の協議会型住民自治組織」は、どのような事項について、政策案を提案し、または地域
の意見を表明する権限を有していますか。あてはまるものをすべてお選びください。

「地域機関」の定義については、2ページを参照ください。
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Q16

１ 地域に関する各種計画の策定への参加

２ 地域のまちづくりへの参加

３ 地域のまちづくりに関する政策提案

４ 集会施設等の運営計画づくり

５ 集会施設等の維持管理

６ 生活道路、街路灯等の維持管理

７ 地域の環境美化、清掃活動

８ 環境保全・リサイクル活動

９ 地域の防災活動

10 地域の防犯活動

11 高齢者福祉・介護に関する活動

12 児童福祉・子育て支援に関する活動

13 学校教育支援に関する活動

14 コミュニティバスの運行、送迎サービス等の地域公共交通に関する活動

15 盆踊り、お祭り等の親睦行事の開催

16 スポーツ・レクリエーション活動

17 芸術・文化活動

18 住民相互の連絡（回覧板、会報の回付等）

19 行政機関・議会に対する要望、陳情等

20 行政からの連絡事項の伝達（広報誌の回付等）

21 地域内で活動する諸団体に対する支援

22 地域の公共的な活動に関する事業公募

23 その他

Q17

１ 会費収入

２ 構成団体からの分担金

３ 寄附金収入

４ 貴市からの助成金・一括交付金等

５ 都道府県からの助成金等

６ 貴市からの業務委託収入

７ 都道府県からの業務委託収入

８ 指定管理者としての委託料の収入

９ 指定管理者としての利用料金等の収入

10 上記以外の独自の事業（コミュニティビジネス等）からの収入

11 把握していない

12 その他

「独自の協議会型住民自治組織」は、どのような活動を行っていますか。あてはまるものをすべ
てお選びください。

「独自の協議会型住民自治組織」の活動資金には、どのようなものがありますか。あてはまるも
のをすべてお選びください。
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Q18

１ 活動が活発になってきている

２ 活動が活発になっている地域と、低調になっている地域の両方がある

３ 活動が低調になってきている

４ 活動に特に変化はない

［回答した理由］

注 「平成の合併」を行っていない場合は10年前（2005年4月1日時点）、「平成の合併」を行った場合は合併時点
（複数回合併を行った場合は最後の合併時点）からの変化についてご記入ください。なお、「独自の協議会型
住民自治組織」が2005年4月1日以降（合併を行った場合は合併期日以降）に設置された場合は、「独自の協議
会型住民自治組織」の設置時点からの変化についてご記入ください。

「独自の協議会型住民自治組織」の活動が活発になっていると感じていますか。あてはまるもの
を一つお選びのうえ、その理由を下欄にご記入ください。
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Q19

１ 総合計画の地域別計画 ⇒ SQへ

２ 都市計画マスタープランの地域別計画 ⇒ SQへ

３ 都市計画法に規定される地区計画 ⇒ SQへ

４ 地域福祉計画の地域別計画 ⇒ SQへ

５ 高齢者福祉・介護に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

６ 児童福祉・子育て支援に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

７ 医療・保健に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

８ スポーツ・文化に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

９ 教育に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

10 道路・交通に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

11 産業振興に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

12 防災に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

13 環境に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

14 農林水産業に関する個別計画の地域別計画 ⇒ SQへ

15 当該地域の振興やコミュニティの活性化等に関する計画 ⇒ SQへ

16 その他の計画 ⇒ SQへ

17 地域に関する計画を策定していない ⇒ Q20へ

SQ

１ 住民自治組織が計画の策定主体となっている

（該当する計画 ）

２ 策定主体ではないが、策定にあたって住民自治組織に意見聴取を行っている

（該当する計画 ）

３ 別に検討組織を設けているが、検討組織に住民自治組織の代表者が参加している

（該当する計画 ）

４ 住民自治組織は策定に関わっていない

（該当する計画 ）

Q20

１ 設けている （制度化した時期 年） ⇒ SQへ

２ 設けていない ⇒ Q21へ

３　地域における参加・協働の現状について
　　（すべての方にうかがいます）

貴市では、地域に関する計画を策定していますか。あてはまるものをすべてお選びください。

地域に関する計画を策定する際に、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織はどのように
関わっていますか。あてはまるものをすべてお選びのうえ、下欄にQ19の選択肢番号をご記入
ください。

貴市では、協働事業提案制度を設けていますか。あてはまるものを一つお選びのうえ、設けてい
る場合は、制度化した時期を下欄にご記入ください。
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SQ

１ 提案数は増加傾向にある

２ 提案数は減少傾向にある

３ 提案数に特に変化はない

注

Q21

１ 業務委託を行っている ⇒ SQ1～SQ2へ

２ 業務委託を行っていない ⇒ Q22へ

SQ1

１ 行政からの連絡事項の伝達（広報誌の回付等）

２ 地域住民の要望等の取りまとめ

３ 公共施設等の維持管理

４ 生活道路、街路灯等の維持管理

５ 地域の清掃、除草活動

６ 古紙や資源ごみの回収、生ごみの堆肥化等のリサイクル活動

７ 地域の伝統芸能、伝統行事等の振興

８ 市が実施する各種事業への参加・協力

９ その他

SQ2

１ 業務の数は増加傾向にある

２ 業務の数は減少傾向にある

３ 業務の数に特に変化はない

注

Q22

１ 指定している ⇒ SQへ

２ 指定していない ⇒ Q23へ

貴市では、協働事業の提案数に変化がありますか。あてはまるものを一つお選びください。

「平成の合併」を行っていない場合は10年前（2005年4月1日時点）、「平成の合併」を行った場合は合併時点
（複数回合併を行った場合は最後の合併時点）からの変化についてご記入ください。なお、協働事業提案制度
を2005年4月1日以降（合併を行った場合は合併期日以降）に導入した場合は、導入時点からの変化についてご
記入ください。

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織に対して、業務委託を行っていますか。
あてはまるものを一つお選びください。

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織に対して、どのような業務を委託して
いますか。あてはまるものをすべてお選びください。

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織に対して委託している業務数に変化が
ありますか。あてはまるものを一つお選びください。

「平成の合併」を行っていない場合は10年前（2005年4月1日時点）、「平成の合併」を行った場合は合併時点
（複数回合併を行った場合は最後の合併時点）からの変化についてご記入ください。

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織を、公の施設の指定管理者に指定してい
ますか。あてはまるものを一つお選びください。
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SQ

１ 指定数は増加傾向にある

２ 指定数は減少傾向にある

３ 指定数に特に変化はない

注

Q23

１ 設けている ⇒ SQ1～SQ2へ

２ 設けていない ⇒ Q24へ

SQ1

１ 集会施設等の運営計画づくり

２ 集会施設等の維持管理

３ 生活道路、街路灯等の維持管理

４ 地域の環境美化、清掃活動

５ 環境保全・リサイクル活動

６ 地域の防災活動

７ 地域の防犯活動

８ 高齢者福祉・介護に関する活動

９ 児童福祉・子育て支援に関する活動

10 学校教育支援に関する活動

11 コミュニティバスの運行、送迎サービス等の地域公共交通に関する活動

12 盆踊り、お祭り等の親睦行事の開催

13 スポーツ・レクリエーション活動

14 芸術・文化活動

15 住民相互の連絡（回覧板、会報の回付等）

16 行政機関・議会に対する要望、陳情等

17 行政からの連絡事項の伝達（広報誌の回付等）

18 地域内で活動する諸団体に対する支援

19 地域の公共的な活動に関する事業公募

20 その他

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織に対して、特定の事業に対する助成金等
を設けていますか。あてはまるものを一つお選びください。

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織の公の施設の指定管理者への指定数に
変化がありますか。あてはまるものを一つお選びください。

「平成の合併」を行っていない場合は10年前（2005年4月1日時点）、「平成の合併」を行った場合は合併時点
（複数回合併を行った場合は最後の合併時点）からの変化についてご記入ください。

貴市では、どのような事業に対して、助成金等を設けていますか。あてはまるものをすべてお
選びください。
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SQ2

１ 本庁舎に、総合的な担当窓口を設置している

２ 「支所等」に、総合的な担当窓口を設置している

３ 「その他の地域機関」（公民館・コミュニティセンター等）に総合的な担当窓口

を設置している

４ 総合的な担当窓口は設置しておらず、事業に応じて個別に担当課が対応している

５ その他

注

Q24

１ 設けている （制度化した時期 年） ⇒ SQ1～SQ2へ

２ 設けていない ⇒ Q25へ

SQ1

１ 地縁型住民自治組織のみを対象にしている

1団体あたりの平均額 円

２ 協議会型住民自治組織のみを対象にしている

1団体あたりの平均額 円

３ 地縁型住民自治組織と協議会型住民自治組織の両方を対象にしている

1団体あたりの平均額 円

SQ2

１ 本庁舎に担当窓口を設置している

２ 「支所等」に担当窓口を設置している

３ 「その他の地域機関」（公民館・コミュニティセンター等）に担当窓口を設置し

ている

４ その他

注

Q25

１ 導入している ⇒ SQへ

２ 導入していない ⇒ Q26へ

貴市では、一括交付金の担当部署をどのような場所に設置していますか。あてはまるものをす
べてお選びください。

貴市では、助成金等の担当部署をどのような場所に設置していますか。あてはまるものをすべ
てお選びください。

「支所等」及び「その他の地域機関」の定義については、2ページを参照ください。

貴市では、地縁型住民自治組織や協議会型住民自治組織に対して、使途を特定しない一括交付金
を設けていますか。あてはまるものを一つお選びのうえ、設けている場合は、制度化した時期を
下欄にご記入ください。

貴市では、地縁型住民自治組織と協議会型住民自治組織のどちらを一括交付金の対象にしてい
ますか。あてはまるものを一つお選びのうえ、1団体あたりの平均額を下欄にご記入くださ
い。

「支所等」及び「その他の地域機関」の定義については、2ページを参照ください。

貴市では、地域担当職員制度を導入していますか。あてはまるものを一つお選びください。
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SQ

１ 本庁の担当部署

２ 地域内の「支所等」の担当部署

３ 地域内の「その他の地域機関」の担当部署

４ 担当地域の住民自治組織の活動拠点

５ 決まった所属はない

６ その他

Q26

１ 活動拠点の提供

２ 活動に必要な物品の提供

３ 事務局運営の支援

４ 住民自治組織が相互に交流する機会の提供

５ 人材の育成に対する支援

６ その他

Q27

◎

貴市において、住民自治組織の参加・協働を推進していくうえでの課題等がございましたら、下
欄にご記入ください。（自由記述）

アンケート調査は以上ですべて終了です。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

地域担当職員は、どのような部署に所属していますか。あてはまるものを一つお選びくださ
い。

貴市では、上記のほか、住民自治組織に対して、どのような支援を行っていますか。あてはまる
ものをすべてお選びのうえ、支援を開始した時期を下欄にご記入ください。
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